静岡県「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の改正について

１　改正する理由
国土交通省は、建設業の働き方改革の推進、建設現場の生産性向上及び持続可能な事業環境の確保を目的に、令和元年６月に建設業法（以下「法」という。）の改正を行い、令和２年10月1日に改正建設業法施行通達が施行されたことにより、許可基準の見直し、著しく短い工期の禁止及び建設資材製造業者等への勧告制度制定等が導入された。これに伴い、国は法の改正内容に監督処分基準を適合させることを目的に、監督処分基準を改正した。
静岡県「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」（以下「県基準」という。）は一部（監督処分の対象地域及び許可を受けないで建設業を営む者に対する指導監督）を除き、国の監督処分基準に準じて作成していることから、今回の国の改正内容に準じて県基準を改正する。

２　県基準改正の概要
　　※　別紙国との対比表も参照
(1)　認可制度導入に伴う合併等があったときの監督処分について
（第２、７）
　　不正行為等を行った企業に合併等があったときの監督処分について、認可制度（法第17条の２及び第17条の３）が制定されたことに伴い、同制度に対応できるよう改正を行った。
(2)　著しく短い工期に対する建設業者への監督処分について
（第３、１、(2)、イ）
　　建設業者が法第19条の５に違反して下請業者と著しく短い工期とした下請契約を締結した場合、特に必要があると認めるときは法第41条に基づく勧告や法第28条に基づく指示処分ができるよう改正を行った。
(3)　特定専門工事を主任技術者等の不設置等の例外にすることについて
（第３、２、(3)、イ）
　　法第26条の３第１項の規定に基づき特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないことから、当該工事を主任技術者等の不設置等の例外とするよう改正を行った。
(4)　建設資材が起因となる建築基準法違反への監督処分について
(第３、２、(4)、イ、(ｱ)、ｃ)
[bookmark: _GoBack]　　建築基準法違反が建設資材に起因すると認められた場合に、勧告を踏まえ必要に応じて指示処分ができるよう改正を行った。

(5)　法人の他法令違反にかかる監督処分の適用について
(第３、２、(4)）
　　他法令違反に基づく法人に対する監督処分は、役員等及び法人自体に他法令違反が認められる場合に、役職員と同じ基準でできるよう改正を行った。
(6)　「役職員」の定義等について
（第２、３、(2)）
　　「役職員」を「役員等又は他の職員」と定義するよう改正を行った。
(7)　具体的基準の記載順について
（第３、２）
　　具体的基準の違反項目の順番について国の改正内容に合わせて並べ替えを行った。
(8)　その他
　　語句や記号について静岡県のルールに基づく所要の改正を行った

３　改正県基準の適用時期
今回の改正は、国の改正と同様に、改正県基準日施行以降に行われた不正行為等から適用するものとする。

